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【附属機関名称】会議概要 

会 議 名 
令和元年度足立区地域保健福祉推進協議会 

第１回介護保険・障がい福祉専門部会 

（足立区地域密着型サービスの運営に関する委員会） 

事 務 局 
向井介護保険課長  橋本高齢福祉課長 

千ヶ崎地域包括ケア推進課長  杉岡障がい福祉推進室長 

小山障がい福祉課長  江連障がい福祉センター所長 

絵野沢足立福祉事務所長  秦福祉管理課長 

島田絆づくり担当課長  山杉衛生管理課長 

柳瀬足立保健所中央本町地域・保健総合支援課長 

大高社会福祉協議会事務局長 

開催年月日 令和元年７月１０日（水） 

開 催 時 間 １４時００分開会～１６時００分閉会 

開 催 場 所 足立区役所庁舎中央館８階 特別会議室 

出 席 者 

諏訪 徹部会長  酒井雅男副部会長 奥野英子副部会長 

白石正輝委員   にたない和委員  岡安たかし委員 

浅子けい子委員  中村輝夫委員   小川 勉委員 

橋本飛鳥委員   細井和男委員   名久井昭吉委員 

加藤仁志委員   小久保兼保委員  重田 穂委員 

江黒由美子委員  鈴木真理子委員  秋生修一郎委員 

中村明慶委員 

欠 席 者 
銀川ゆい子委員  早川貴美子委員  湊 耕一委員 

福岡靖介委員   今井伸幸委員 

会 議 次 第 別紙のとおり 

資 料 

【資料１】地域密着型サービスを行う事業者の新規指定及び更新指定について 

【資料２】介護のしごと相談・面接会の実施について 

【資料３】高齢者見守りサービス助成の開始について 

【資料４】介護従事者永年勤続褒賞要綱の改正について 

【資料４別紙】足立区介護従事者永年勤続褒賞要綱 新旧対照表（主な改正 

       点） 

【資料５】元気応援ポイント事業実施要綱の改正について 

【資料６】足立区孤立ゼロプロジェクト推進活動の進捗状況について 

【資料６別紙】孤立ゼロプロジェクト推進活動実施町会・自治会一覧【令和 

       元年５月末日現在】 

【資料７】地域包括ケアシステムモデル事業の実施について 

様式第１号（第３条関係） 
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【資料７別紙】梅田地区モデル事業 実施事業企画及び工程表 

【資料８】平成３０年度足立区障がい福祉センターあしすと相談事業の

実績報告について 

 

そ の 他 
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（諏訪部会長） 

 それでは、ただいまから、令和となって第

１回目の介護保険・障がい福祉専門部会を始

めたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 最初の報告事項１につきましては、先ほど

ございましたように、足立区地域密着型サー

ビスの運営に関する委員会として報告を受

けて、質疑をいただくということになりま

す。その後、介護保険・障がい福祉専門部会

として報告事項に入りますので、よろしくお

願いします。 

 

（諏訪部会長） 

 それでは、引き続き専門部会の報告事項と

いうところで、まず報告事項の１から６まで

説明をいただいて、その段階でご説明とご意

見をいただくという形で、その後、報告事項

７というふうにしたいと思います。 

 では、報告事項１と２について、高齢福祉

課の橋本課長、報告事項３と４については介

護保険課の向井課長から、報告事項５につい

ては絆づくり担当課の島田課長から、報告事

項６については地域包括ケア推進課の千ヶ

崎課長から説明をいただきます。よろしくお

願いします。 

（橋本高齢福祉課長） 

 それでは、資料２をごらんください。 

 高齢福祉課長の橋本でございます。日ごろ

より高齢者施策にご協力いただきまして、ま

ことにありがとうございます。 

 私からは、資料２「介護のしごと相談・面

接会」の実施について、ご説明申し上げます。 

 ちょうど明日になりますが、午前11時から

求職中の方を対象に、「介護のしごと相談・

面接会」を開催いたします。 

 場所につきましては、シアター1010のギャ

ラリーでございます。 

 参加していただく事業者でございますけ

れども、居宅系、施設系ともに15社という形

でございます。 

 概要につきましては、４番でございます

が、介護の仕事についての説明、あるいは事

業者のＰＲ、また各ブースでの相談などでご

ざいます。 

 周知方法につきましては、５番のとおりで

ございます。あだち広報ですとか新聞の折り

込み、あるいは駅の構内のポスター掲示、ス

タンドなどを利用しています。 

 過去の実績につきましては、６番、28年度

からのものを入れさせていただいておりま

す。 

 次、７番でございますけれども、２回目に

つきましては11月６日を予定してございま

す。 

 資料２につきましては以上でございます。 

 続きまして、資料３をごらんください。 

 高齢者見守りサービスの助成事業でござ

います。 

 見守りを必要としている区内の65歳以上

の高齢の方を対象に、民間企業等との契約に

よる見守りサービスの設置費用を助成いた

します。 

 開始は７月、既に始めているところでござ

います。 

 対象につきましては、今申し上げましたよ

うに65歳以上のひとり暮らしの方、あるいは

高齢だけで暮らしている方などが対象とな

【「地域密着型サービスの運営に関する

委員会」は非公開】 

※資料１の報告については、個人情報や

事業所の経営状況が含まれているため、

地域密着型サービスの運営に関する委員

会設置要綱第１条の規定により、非公開

となっています。 
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ります。日中独居の方の（１）（２）に当た

る方でございます。 

 助成の対象となるサービスにつきまして

は、３番に入れさせていただいております

が、見守りの感知器などを設置をいたしまし

て、生活状況を見守るようなサービス、そう

いったものを導入するときに設置費用を助

成いたします。例として、ＵＲの見守りサー

ビス、あるいは警備会社等がやっている見守

りサービスを挙げさせていただいておりま

す。 

 対象費用、助成の費用でございますけれど

も、５番に入れさせていただいております

が、初期設置費用として上限額１万3,500円

というふうにさせていただいております。 

 私からの説明は以上でございます。ありが

とうございました。 

（向井介護保険課長） 

 引き続きまして、介護保険課長、向井より

説明させていただきます。 

 資料４をごらんください。 

 件名は、介護従事者永年勤続褒賞要綱の改

正についてでございます。 

 概要でございますが、区内の介護サービス

事業所に勤務する従事者の意欲向上と介護

事業に対する社会的評価の向上を図るため

に、成績優秀な永年勤続従事者を顕彰するこ

とを目的として、毎年介護の日に実施してい

る表彰式でございます。その際、該当します

事業者、代表者の方に褒状及び記念品を授与

してございます。 

 今回、要綱を改正いたしました。主な改正

点、２でございます。 

 記念品代上限額の変更でございます。改正

前につきましては、勤続５年が3,000円、勤

続10年、5,000円、勤続15年ですと１万円と

いうふうに決めてございましたが、これを改

正いたしまして、５年の場合5,000円、10年

の場合１万円、15年の場合１万5,000円とさ

せていただきました。 

 続きまして、（２）介護従事者永年勤続褒

賞対象「介護サービス事業種別」一覧の改正、

これは１枚めくっていただいて右側に表が

書いてございますが、これの右側の職種とい

うところで、少し見にくいのですが、下線を

引いた部分は加えた部分でございます。 

 それから、真ん中よりちょっと下で「作業

療法士」というところは、これは下線ではな

くて削除という形で線を引かせていただき

ました。これはどういったことをしたかとい

いますと、これまでに褒賞をしている中で、

実際に必須とされている職種の方が一覧か

ら漏れていたりした場合がありました。具体

的にはこの下線を引いたところでございま

すが、そういった方々を明確にこの職種の中

に入れて表彰の対象といたしました。逆に言

うと、この削った作業療法士につきまして

は、地域包括支援センターで必須の職種では

ないので、この一覧からは削らせていただい

たと。 

 ただ、今までも個別にこういう方がいらっ

しゃるのでという推薦のお話があったとき

には、そのときそのときに応じて表彰対象に

載せていることが多かったのでございます

が、こちらに載せていないことによって自粛

といいますか、そもそも上がってこない方が

あったのではないかと思われますので、そう

いった方にも今後は、この該当している場合

には申請していただきたく、この表をきちっ

として整理したものでございます。そういっ

た改正でございます。 

 もとの１枚目、資料４の頭に戻っていただ

きまして、施行日は今年度、平成31年４月１

日から。 

 周知方法でございますが、８月に区内介護

サービス事業所宛て推薦依頼文で、今年の推
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薦をご依頼しますので、その中にもきちっと

記載させていただくとともに、足立区介護サ

ービス事業者連絡協議会との情報交換の場

でもご案内もさせていただき、また、区のホ

ームページのほうにも掲載いたします。 

 参考までに、過去の受賞者数でございます

が、ごらんのとおりになってございます。 

 今年の褒賞式でございますが、令和元年11

月11日介護の日を予定してございます。 

 １ページめくっていただいたものは、これ

は新旧対照表でございます。 

 続きまして、もう一枚めくっていただきま

して資料５でございます。 

 元気応援ポイント事業実施要綱の改正に

つきまして、ご説明させていただきます。 

 これにつきましては、元気応援ポイント事

業実施要綱でございますが、平成30年度の10

月から11月にかけて、元気応援ポイントの手

帳交付者を対象としたアンケートをとりま

して、その結果を踏まえて改正を行いました

ので、ご報告させていただきます。 

 活動褒賞につきまして、改正前は年間

3,000ポイント（30時間）以上を５年間継続

いたしますと表彰対象となり、記念品として

3,000円分の商品券を授与することとしてい

ました。この度、記念品代の上限額を５年の

場合には5,000円、10年の場合は１万円、15

年の場合には１万5,000円という形で改正さ

せていただきました。 

 それから、受け入れ機関の拡大についてで

ございますが、改正前には、社会福祉事業を

行う区内の施設及び事業所でボランティア

活動を受け入れているものとか、社会教育施

設、学校等でボランティアを活用して事業を

実施しているもの、総合ボランティアセンタ

ーに登録しているボランティアグループ等

を受け入れ機関という形で要綱の中に記載

しておりました。加えて、昨今話題になって

いるような、例えばここに書かせていただき

ましたこども食堂の運営にかかわるボラン

ティア団体、それから既に区長が適当と認め

ているというような扱いで、実際に認めてい

た受け入れ機関で数が多いものにつきまし

ても、ふれあいサロン支援事業等につきまし

て、明確に要綱の中に記載させていただくと

いう改正を行いました。 

 平成31年４月１日施行ですが、受け入れ機

関の拡大自体は、この改正にかかわらず、該

当するようなものにつきましては、以前から

対象としております。 

 周知方法につきましては、今年度の元気応

援ポイント手帳に掲載させていただくとと

もに、令和元年７月初旬発送予定の、今回の

介護保険の本賦課通知書の中に、元気応援通

信という元気応援ポイントについての少し

小さめな新聞といいますか、そういったもの

にも記載して入れさせていただいてござい

ます。また、区のホームページにも掲載して

ございます。 

 褒賞式典でございますが、先ほどの永年勤

続の方々とご一緒の形で、令和元年11月11

日、介護の日に褒賞式典を準備しておりま

す。 

 私からは以上でございます。 

（島田絆づくり担当課長） 

 続きまして、「足立区孤立ゼロプロジェク

ト推進活動の実施状況」につきまして、絆づ

くり担当課の島田から報告させていただき

ます。 

 お手元の資料６をご覧いただきます。 

 １番目、孤立ゼロプロジェクト推進活動実

施町会・自治会、440の区内町会・自治会が

ございますけれども、そのうちの１回目は、

もう既に平成30年３月に一回りは終わった

んですが、二回り目に入りまして、約７割の

ところまで進んでいるという状況でござい
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ます。 

 どんな活動というところなんですけれど

も、２番目を見ていただきますと、「高齢者

の実態調査」を実施していただいているとい

うことでございます。累計になりますが、調

査世帯が４万5,991世帯、５万6,340人の方を

調査していただきました。そのうち73.1％に

当たる３万3,624世帯につきましては、孤立

のおそれがないだろうという判断をさせて

いただきましたが、この２番のところの太枠

の中にＡ、Ｂ、Ｃとございますが、孤立のお

それがあるのではないか、また入院とか不在

でお会いできなかったよ、それから元気でい

たと思われるんですけれども、調査について

の不同意という方もいらっしゃいました、こ

の円グラフにあらわしてございます。 

 こういった方々のうち、このＡ、Ｂ、Ｃに

つきましては、３番目の「調査世帯のその後

の対応について」というところで、地域包括

支援センターに委託しまして、追跡調査をし

ていただいております。この３番目の表の一

番左の下に１万2,367世帯とございますが、

この世帯について調査をしていただきまし

た。また、現場に行っていただいて調べてい

ただきますと、7,314世帯、59.1％は孤立状

態ではないと判断ができましたが、さらに地

域社会や支援につながったというところで

すが、絆のあんしん協力員の訪問とか地域包

括支援センターの支援、それから介護保険サ

ービスが始まりました、それから地域社会と

つながった世帯ということで、3,978世帯に

つきましては地域社会や支援につながった

という形であらわれてまいりました。 

 次のページ、４番でございます。 

 「わがまちの孤立ゼロプロジェクト」とい

うところでございます。 

 昨年度から、地域のこういった調査をきっ

かけに、地域の方々が自主的に声かけなどの

見守りをしていただきたいというお話をさ

せていただいて、引き受けていただき、自主

的な活動を始めていただいた団体の数でご

ざいます。現在、83団体に増えてまいりまし

た。なかなか日ごろから声かけですとか、見

守りということがなかなかできない状況が、

今の世の中でございますけれども、そこをあ

えて、気がついたら声をかけていただくとか

見守っていただくような形をやっていただ

いたり、居場所づくりなどもしていただいて

おります。 

 （２）の実施内容でございますけれども、

「声かけ訪問」は、例えば高齢のお祝いのと

きなどに何かお持ちいただくとか、そういっ

た戸別訪問をしていただく。それから「居場

所づくり」のほうでは、カラオケをやってい

ただいたり脳トレをやっていただいたとか、

そういった活動をしていただいている状況

でございます。 

 後ろの表の孤立ゼロプロジェクト推進活

動実施町会・自治会一覧というところが、現

在どこまで進んでいるかが記載されており

ます。後ほどお目通しいただければと思いま

す。 

 以上でございます。 

（千ヶ崎地域包括ケア推進課長） 

 それでは、資料の７のほうをごらんいただ

ければと思います。 

 私は地域包括ケア推進課長の千ヶ崎と申

します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 今日報告いたしますのは、地域包括ケアシ

ステムのモデル事業の実施が始まりました

ということを報告させていただきたいと思

います。 

 この地域包括ケアシステムというのは、区

民の皆様、特に高齢者の方が可能な限り住み

なれた地域での生活を継続するためにどん

なことができるのか、どんな仕組みが必要な



7 

 

のか、そういったものをつくり上げていく、

そういった事業でございます。 

 この中で、区民みずからが老後を考える、

そして地域をつなげていく、そして地域が高

齢者を支えていく、こういったことを視点に

モデル事業、具体的な取り組みをどういった

ことを進めたらいいのかということをモデ

ル地区を定めて、この５月から事業を開始い

たしました。 

 これについて、まず、１番のモデル地区で

すが、梅田地区ということで、こちらは地域

包括支援センター関原の担当の区域、梅田２

丁目から８丁目となっています。 

 これまでの検討の経過なんですけれども、

昨年度９月から、地域の中で活躍されている

医師、歯科医師、薬剤師、介護事業者の皆様、

それから地域住民の皆様、それから行政とい

った中から、代表として、その中で具体的な

取り組みを何が必要なのか、どんなことがで

きるのかということを検討してまいりまし

た。 

 その中から、具体的にこういったものが視

点として大切じゃないかというものを取り

まとめて具体的な形に落としたのが、次のペ

ージの別紙の事業の企画及び工程表となっ

ております。 

 今回こちらの中では、企画１から７という

ことで、多く分けて７つ、そしてその中に幾

つかの細かいものを盛り込みながら、この７

つの視点で１年間、事業を進めていくという

ことで、今のところ予定をしております。 

 この中には、一番左側のところでございま

すが、先ほど冒頭申しました地域の中で老後

を考え、そして地域をつなげて、そして地域

の高齢者のことを支える、この視点に基づい

て、このＡ、Ｂ、Ｃ、３つの視点に基づいて、

それぞれの取り組みが進んでおります。 

 そして、最終的にどんなところを目指すの

かというのが一番左ですね。「老後の備えを

はじめる」というふうに書かせていただいて

おりますが、私もこの仕事に携わっていて、

仕組みをつくるということはとても大切な

んですけれども、やはり区民の方一人一人に

どうやって意識してもらうのか、どういうこ

とを考えてもらうのか、考えていただかなけ

ればいけないというふうに思ってもらうの

か、ここのところがとても重要だなというふ

うに、検討を進める中でも気づいてまいりま

した。どうやってわかってもらうかというと

ころが非常に大切だなと感じております。 

 この中には、既にもう事業をスタートして

いるものもございまして、それが例えば１番

の居場所をつくったり、それから企画の３番

の認知症の方への取り組みということで、帝

京科学大学の声かけ訓練に参加したりとか、

それから７番の一番下のところ、住宅相談と

いうことで、居場所のところにおいて住宅の

相談会を実施したりとか、こういった具体の

取り組みが既に始まっております。 

 この中でも、先ほど申しましたように地域

の方をどうやって巻き込んでいくのか、教育

していただくのかということで、先ほど居場

所についても、運営していただく方、元気な

高齢者の方に支えてもらうということで、ボ

ランティアという形でお手伝いいただいて

いたりとか、そういった取り組みも始まって

おります。 

 さまざまな場所、例えば住区センターだと

か、それからそういった地域学習センターの

中の講座とか、いろいろと同じような取り組

みはあるかと思うんですが、やはり高齢者の

方、１人で住んでいる方も、外に出てどこか

につながっていただきたい、こういった思い

がございます。ですので、こういうチャンネ

ルをたくさん用意して、どこかにかかわって

いただきたい。そうするとこによって、少し
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でも健康寿命を長くしていただく、人とかか

わっていただくことで、なるべく健康な生活

を続けていただきたい、そういうふうに考え

てございます。 

 私からの説明は以上です。 

（諏訪部会長） 

 ありがとうございます。 

 一旦ここで質疑ということでよかったと

思うんですけれども、いかがでしょうか。 

（小川委員） 

 事業者連絡協議会の小川と申します。 

 報告事項の中で、特に介護のしごと相談、

それから永年勤続に関しましては、足立区の

皆様を初め、区議会の方もそうですけれど

も、大変ありがたいというふうに思っており

ますので、この場をおかりしてお礼を申し上

げたいと思います。 

 こういったことで、介護の現場の中で人材

がずっと不足しているということが慢性的

に続いていますけれども、国のほうで、質が

高く効率的な介護の提供体制の整備推進を

するというふうに前に言っていたような記

憶があるんですが、区としても、例えば生活

支援サポート事業のような軽度のもの、割と

行いやすい、比較的行いやすいサービスと、

それからより専門性が高いサービスと、ちょ

っと使い分けて人材を有効活用しようとい

う、国の考えている部分について、区のほう

も対応していただいていると思っています。 

 生活支援サポートに関しては、家事サポと

いうことで、こちらは協議会のほうも、微力

ではありますけれども協力させていただき

ながら、より専門性の高い方たちというの

は、これも区の主導で自治会さんとのスキル

アップ研修等々開始しておりますので、両極

端ではあるんですけれども、割と行いやすい

サービス、それからより専門性の高いサービ

スに対応できるように、事業者としては準備

をしていきたいというふうに思っておりま

す。 

 特に永年勤続、長くいてもらう、介護の従

事者の皆さんに長くいていただくためには、

どんどんスキルアップしていただいて、次は

これ、次はそれというふうに上がっていって

いただきたいなというふうに思っておりま

す。そういったものがモチベーションにもつ

ながりますし、ただ、事業所がそういったモ

チベーションをもってスキルアップしてい

る介護の従事者を引き受けられる事業所の

準備、多く用意しておかなければいけないと

いうことで、その１つのあり方が、国の方針

もそうだと思うんですけれども、特定の事業

所の加算を受けている事業所というものが、

今のところそれがスタンダートではないで

すけれども、そういった事業所が望ましいの

ではないかというふうなことを国が言って

いたものというふうに、私は何となく想像し

ているんですけれども、今後、軽度の方たち

を引き受ける、軽度の方たちのサービスを引

き受ける事業所もふやさなければなりませ

んけれども、より特定事業所加算をとってい

るような専門性の高い事業所というものを

ふやさなければいけないというふうに、業界

の中では考えてはいます。 

 あと、特定事業所加算もそうですし、軽度

事業所のほうもそうですけれども、各事業所

の状況によって、すぐにできるかできないか

というのが難しい点もありますけれども、た

だ、方向性だけは決めていかなきゃいけない

というふうに考えております。 

 国はそうだと思うんですけれども、足立区

としては、例えば事業所加算を取得する事業

所というのは、今後ふえていったらいいなと

いうふうに思われているのか、そんなことは

余り考えなくていいのかとか、あるいは、逆

に取得しないでよということなのか、そのあ
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たりのイメージというか、ご意見というか、

そのあたりを伺わせていただければなとい

うふうに思います。 

（諏訪部会長） 

 特定、中重度者に対応できるような事業所

について、どういう方針かということです

ね。 

（向井介護保険課長） 

 介護保険課、向井からお答えさせていただ

きます。 

 区としても、今、小川委員のほうからお話

がございましたように、国の大きな流れをこ

ちらとしても加味しながら、また、現場に近

いという区の立場も考えて、現場の皆様の意

見等もうかがっている中で、やはり加算をつ

けているというのは、これから先のことを踏

まえた形で先進的なこと等、特定のサービス

についていろいろ試行錯誤の中でやってい

ただいている事業者についての特定加算と

いうふうに理解してございます。従って、流

れとしては増えていくだろうし、そういった

ものがきちっと現場の皆様、時流も含めて淘

汰されていく中で、よいものが特定加算に基

づくサービスというふうに絞られていくな

らば、当然それは増えていくのが望ましいと

考えております。 

（小川委員） 

 協議会の小川です。ありがとうございま

す。 

（諏訪部会長） 

 そのほか、いかがでしょうか。 

 私から質問よろしいでしょうか。 

 今、話題の出た介護のしごと相談・面接会、

どの事業所も確保に困っているとは思うん

ですが、その中で15社というのは多いのか少

ないのか、そのあたりはどう分析されている

のでしょうか。 

 あるいは、比較的周辺からということであ

れば、足立区は意外と広かったりするので、

開催場所の問題なんかがあるのか、そのあた

りはどうなんでしょうか。行政なのか、事業

者の立場でもよろしいんですけれども。 

（橋本高齢福祉課長） 

 高齢福祉課長の橋本でございます。 

 これまでの件数のところを見ますと、一定

の想定された事業者数だとは思いますけれ

ども、ただ、やはりもっと増えていくことに

こしたことはないですし、もちろんそれに見

合う人材というのを一方で育成していかな

いといけないということも考えています。事

業者数としては、大体想定範囲というふうに

考えています。 

（小川委員） 

 協議会の小川です。 

 一定のというか、これは抽選をしたりする

ので、できればうちもやりたいよという事業

所の方もいらっしゃいます。ただ、開催をす

る場所であったり、そういった事情という

か、そんなこともあるので、毎回事業者数は

限られてはいるんですけれども、こういった

面接会を実施していただけているというの

は、事業者としては大変ありがたいなという

ふうに思っております。 

 あとは、頻回であればいいのかとか、もう

少し地域を分けてやればいいのかとかとい

う工夫は今後必要なのかもしれませんが、現

状ではこういった機会を設けていただいて

いるということはありがたいというふうに

思っております。 

（諏訪部会長） 

 事業者のお立場からすると、毎回出ていく

体力もないけれども、こういう機会を行政が

音頭をとってくれればありがたいなと思う

のかなと……、すいません。 

（橋本高齢福祉課長） 

 高齢福祉課長の橋本です。 
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 失礼しました。 

 確かに、スペースの関係などもございます

ので、相談しながら考えていきたいと思いま

す。 

（諏訪部会長） 

 どうぞ。 

（細井委員） 

 在宅サービスセンターの細井です。 

 私のほうからも、今お話にあった介護のし

ごと相談・面接会についてお尋ねしたいと思

います。 

 過去の実績を見ていきますと、年々採用率

が下がってきているというところがうかが

えるかと思います。それこそ今から５年ぐら

い前までは、まだ泊まりのない介護サービス

事業所ですと、何となく人の採用はできてい

たと。それが、やはりもう現時点におきまし

ては、泊まりがあってもなくてもなかなかこ

の介護業界に人が来ないと、こういった現状

が一方でございます。 

 また、採用するに当たっても、先だってち

ょっとある資料に載っていたんですが、一定

程度の大きな社会福祉法人さんだと、年間に

かかる採用費用というのは、もう１億円を超

えて１億五、六千万ぐらいかけているという

話ですね。この内訳というのが、実際、直接

的な雇用を募集をしてもなかなか来ないの

で、派遣、それから紹介というところに頼ら

ざるを得ない。 

 昨今は、やはり今、紹介事業者さんからの

採用になると紹介の手数料も、以前はそれこ

そ介護職ですと15％ぐらいだったものが、

今、実は介護福祉士の資格を持っている者の

正職員の採用というような形になると、年収

の約30％ですね、400万の年収だと120万かか

ってしまうと、こういうような高額な費用が

かかってしまう。当然こういうふうな形での

職員形態を募集する場合には、小さな事業者

さんですと、なかなかこういった形での採用

は難しくなってきているというのが現状か

と思っております。 

 ちなみに、今年度のこの面接会に参加され

る予定の方の人数というのはどのぐらいな

んでしょうか。もし、差し支えなければお伺

いしたいのですが。 

（諏訪部会長） 

 明日ですよね。だから、ある程度つかんで

いらっしゃるのであれば。 

（橋本高齢福祉課長） 

 高齢福祉課長の橋本でございます。 

 すいません、参加の人数につきましては事

前に把握はできておりません。申しわけござ

いません。来てみないとというところがござ

います。 

（細井委員） 

 ありがとうございます。 

（橋本高齢福祉課長） 

 事前の申し込みというのをしていないも

のですから、申しわけございません。 

（諏訪部会長） 

 そのほか、ございますでしょうか。 

 どうぞ。 

（橋本委員） 

 特別養護老人ホームの橋本です。 

 資料２の説明会のお話になりますけれど

も、資料を拝見させていただいて、採用数も、

30年度だけ見ると23人というところで、多分

１つの会社というか法人に１人来るかどう

かという、多分そんなぐらいというところ

で、やっぱりどんどんその辺も難しくなって

いっている。現場のほうは、やっぱり人の採

用というのはどんどん難しくなっていって

いる。採用が難しい中、質の担保というとこ

ろも、やっぱり考えていかなきゃならないと

いうところで、やはりこういった説明会はす

ごく現場としてはありがたいというところ
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は１つあります。 

 一方で、こういった説明会以外でも、やは

りいろんな人材確保の方法が多分あると思

いますので、こういったもの以外でもいろい

ろ、我々も知恵を出さなきゃいけないんです

けれども、区のほうでも、人材確保というと

ころで、いろんな施策のほうをやっていただ

ければなというふうに思っています。これは

意見として述べさせていただきたいと思い

ます。 

（諏訪部会長） 

 ご意見として承ります。 

 そのほか、いかがでしょう。 

（橋本高齢福祉課長） 

 今、橋本委員からご意見いただいたことに

つきましては、ぜひ取り組んでいきたいと思

います。就労支援している所管などもござい

ますし、当課のほうでも介護人材の雇用創出

事業なども今年度８月以降、実施しています

ので、そういったものを使いながら、ぜひ人

材をつなげられるように努力していきたい

なと思っています。 

（諏訪部会長） 

 そのほか、いかがでしょうか。 

 すいません、私ばかり聞いて。孤立ゼロプ

ロジェクトで２巡目に入っているんですが、

２巡目に入っているのを見ると、孤立のそう

いうのがある世帯数がやっぱりどの地域も

少なくなっているというふうに見えるんで

すけれども、ということは、１回目で大分把

握が進み、人の流動なんかもあるにしても、

だんだんそういうところが減ってきている

というふうに思えばいいのでしょうか、これ

は。 

（島田絆づくり担当課長） 

 絆づくり担当です。 

 おっしゃるとおりで、１回目は初めてだっ

たものですから対象人数が多かった。２回目

になりますと、その年齢に達した人とか転入

された方、そういった方を対象にしておりま

すので、ぐっと減っているというのが事実で

ございます。 

（諏訪部会長） 

 ありがとうございます。 

 そのほか、いかがですか。 

 よろしいでしょうか、もしあれなら。 

（白石委員） 

 自民党の白石ですが、（５）番の孤立ゼロ

プロジェクト推進活動というのは、これは前

にも一度言わせていただいたんですが、私も

町会長をやっておりまして、ぜひ協力をして

くれということで、うちの町会の区域内には

80人ぐらい、ひょっとしたらという所帯があ

って、これを14人の役員で分担して調べたん

ですね。結果的には本当におそれがあるのは

10所帯だということですけれども、今、２回

目どうなの、３回目どうなのという話をして

も、調べてくれた町会の役員さんが嫌だとい

うんですね。 

 なぜ嫌かというと、せっかく調べたけれど

も、町会の中で実際に孤立するおそれがある

人たちは誰なのかは全然わからないんです

ね、横の連絡をとっちゃだめというものです

から。この調査を始めるときに誓約書をとら

れているんですね。自分が調べて行ったとこ

ろだけは自分の頭の中へ入っていますから

いいんですけれども、７組でやったわけです

から、14年に７組でやった。その７組につい

ては、一切横の連絡はだめですよと。だから、

この10所帯というのは誰なんだろうと言わ

れても、実際には、私も町会長をやっていて

もわからない。80所帯、調べた所帯は全部わ

かりますよ。そのうち本当に孤立になってい

るのは何所帯だということはわからないと。 

 それで、役所のほうからは、例えば首都圏

の直下型地震があったときには、孤立してい
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る人たちは町会が頼りなんだから助けてや

ってくれと言われているんですね。でも、全

然誰だかわからない、日常、全然わからない

ところをどうやって助けるんだと。私も避難

所運営会議の本部長もやりましたけれども、

聞かれてもわかりません。誰が孤立する状況

にあって、誰が危険な状況になるのかってわ

からないんですね。 

 これは、この10所帯については、包括支援

センターの職員が多分訪ねていっていると

思うんですね。ところが、大きな事件が起こ

ったときには包括支援センターの職員だけ

では到底やり切れない。だから町会、助けて

くれと言っているんですよ。別に私たちは嫌

だと言っているわけではないんですね。嫌だ

と言っていないけれども、どこだがわからな

いのにどうするんだと。この方針は今も変わ

らないんですか、役所の絶対教えないという

方針は。 

（島田絆づくり担当課長） 

 ただいまご指摘いただきました、最初に誓

約書をとらせていただいているというとこ

ろで、守秘義務というんですか、それを守っ

てくださいというお約束をさせていただい

て、結果の報告をさせていただいて、その結

果を町会長さんと民生委員さんにはご紹介

させていただいていることになっているわ

けなんですけれども、届いていないというこ

とですね。わかりました。 

 そこを確認させていただきますが、ルール

上は、調べていただいた結果は町会長、それ

から民生委員さんに情報共有するという流

れになっております。それは変わっておりま

せん。 

（諏訪部会長） 

 どうぞ。 

（白石委員） 

 そうすると、民生委員は知っているという

ことですか。 

（島田絆づくり担当課長） 

 はい。 

（白石委員） 

 うちの町会、民生委員は２人しかないんで

すよ。何か起こったときに、この２人の民生

委員はどうするんですか。だから、私たちは

町会の会長、副会長ぐらいの頭のトップぐら

いには教えてもいいんじゃないのと。そうし

なければ、何にも言えませんので。そういう

ふうに、何かこの間の会議でも話をさせてい

ただいたんですが、今の考え方だと変わって

いないということね、教えないということで

すね。 

（島田絆づくり担当課長） 

 調査の結果は報告させていただいている

というふうに、私どもは考えておりましたの

で、会長さんは知っていると思っておりまし

た。 

（白石委員） 

 だから、私のところにはちゃんと１冊来て

いるんですよ。ところが、これも秘密なんで

すよ。だから、副会長には教えられないんで

すね。今、オレオレ詐欺みたいなのでどうし

ようもないやつがあるから、特に厳重にそう

いうふうに言われているんでしょうけれど

も、私は少なくともいただきました、知って

いるんですね。そこのところにも、絶対に周

囲に言っちゃいけませんと書いてあるんで

すよ。それじゃ、町会としては動きようない

よと。そのことについてはもう少し、だから、

副会長にも全員誓約書を出させてもいいで

すよ、守秘義務があるんだからほかの人にし

ゃべっちゃいけませんよという誓約書を書

かせてもいいから、せめて副会長ぐらいまで

には知らせておかなかったら、私だけ知って

いたってどうにもならないわけだから、その

辺については本当に孤立ゼロということで
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言えば、もう少し柔軟な考え方をしないと、

いざというときには全く町会は動けません

よと。だって、町会が動かなかったらどうに

もならないですからね。そのことについては

ひとつ、今ここで結論出せと言われても難し

いでしょうけれども、個人情報保護審議会な

んてあるわけだから、そういうところともよ

く話し合って、こうすれば出せると、出せな

い、出せないって幾ら言われてもどうにもな

らないわけだから。私のうちには今言ったよ

うにあるんですよ、１冊。１冊あるけれども、

誰にも教えちゃいけないという１冊だから、

保管しているだけなんですよ。それでは、や

はり本当に困ったことが起こったときに、町

会としては対応のしようがないと。民生委員

だって２人しかいないんだし、うちのところ

の包括支援センターだって、職員さんはそん

なにいるわけじゃないんですよ。だから、も

う少し柔軟な考え方できませんかというの

を話したので、これは今すぐ答えは多分出な

いでしょうから、よく検討してください。そ

うしないと、さっき言ったように２回目の調

査にとても人を使って、14人の人を使って２

回目の調査はとてもできません。 

（島田絆づくり担当課長） 

 ありがとうございます。絆づくり担当でご

ざいます。 

 今お話いただいたとおり、ご理解いただい

て動いていただかなければならないという

のは重々承知しております。 

 それで、今、４番目にご説明させていただ

いた「わがまちの孤立ゼロプロジェクト」と

いうのを始めておりますので、そういった活

動が、地域の方が自主的にということは申し

ておりますけれども、その裏側では私どもの

ほうから、こういった方がいらっしゃいます

よというデータは会長様のほうには逐次お

届けさせていただいておりますので、そうい

うやり方の中で、今、委員のおっしゃったよ

うな、皆さんがご理解いただけるようなこと

をもう少し進めていきたいと思いますので、

どうも貴重なご意見をありがとうございま

す。 

（白石委員） 

 うちの町会なんて、そういうことが起こっ

たときには会長が動くわけじゃないんです

よ。やはり副会長とか、お年寄りの孤立ゼロ

を一生懸命調べてくれたのは婦人部ですか

ら、婦人部長が動かないと、とても動きがつ

かないんですね。だから、会長、副会長、婦

人部長ぐらいまでは、ひとつ柔軟に対応して

もらえればありがたいというふうに思いま

す。 

（諏訪部会長） 

 ありがとうございます。 

 どうぞ。 

（浅子委員） 

 区議会議員の浅子です。 

 私も１つ、孤立ゼロプロジェクトについて

なんですけれども、これは始まって５年か６

年ぐらいになるのかなというふうに思うん

ですけれども、去年、１巡をしたという、全

自治会で調査を終了したと。それで２回目と

いうことで、私のほうが、ちょっと地域包括

支援センターの方なんかに、この活動なんか

についてお聞きしたんですけれども、まず

は、やっぱり町会・自治会がこの取り組みを

しっかり理解できるか、できないかでテンポ

が、取り組みの姿勢が違ってしまうんですよ

ということと、やはり町会も高齢化を実際し

ていて、加入率も減っているという中で、こ

れから２回目、それから３回目、これは３回

目で終了ということではないんですね。 

（島田絆づくり担当課長） 

 はい、ないです。絆づくり担当です。 

 もう既に８回というところもあります。進
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んでいるところは、どんどんやっていただい

ておりますので。 

（浅子委員） 

 そうやって続けていくためには、地域包括

支援センターの人たちの活動も大切だし、あ

とやっぱり自治会だけに頼っていたらとい

うのかな、やはりちょっと続かないんじゃな

いかというご意見があるんですが、その点は

いかがなんでしょうか。 

（島田絆づくり担当課長） 

 この事業を始めるときに、いろいろ検討し

てきた中だと思うんですけれども、一番大事

なのは、本当にこれは今委員さんにご指摘い

ただいた、まちの方がなかなかできないんじ

ゃないのというところなんですが、あえてそ

こをお願いしてきたと。なぜかというと、ま

ちの方がまちの方を自主的に見ていただく、

先ほど申しました「わがまちの孤立ゼロプロ

ジェクト」へつなげていくと、そういう形に

なってほしいというのが願いというか、目的

でございましたので、どうしてもあえて、例

えば調査会社に委託して調査するというこ

とではなくて、まちの方に自主的に動いてい

ただく、ご協力いただくということで、この

事業が成り立っているというところでござ

います。 

（浅子委員） 

 町会の、そういう意味ではやっぱり自治会

や何かにも必要な支援とか、あと混乱なく行

っているかと思いますけれども、やはり町会

自体の悩みとか困難なんかもしっかりと応

援していかないと、ちょっと継続してこうい

う事業をやっていくのは、非常に考えただけ

でも難しいなというふうに私なんかは思っ

ているので、ぜひそういう点も、これからも

配慮しながらというのかな、よろしくお願い

をしたいというふうに思います。 

 それから、あと、梅田地域でモデル事業と

して地域包括ケアシステムが始まりました

ということなんですけれども、これはもう以

前からこのお話があったんですが、何かもと

もとの話を伺いますけれども、１つは、なぜ

梅田地域をモデル事業として選んだのかと

いうことと、全体的な会議が行われていると

いうことで、先ほどどういう団体や人たちが

集まって会議をやっているかお話がありま

したけれども、その周りの梅田２丁目から８

丁目の地域の人たちにはどのように知らさ

れているのか。ちょっと私なんかお話しして

も、まだまだそうなんですよという反応がな

かなかないんですけれども、そういう点はで

はどのような形で今、地域の方には知らせて

いるんでしょうか。 

（千ヶ崎地域包括ケア推進課長） 

 地域包括ケア推進課長からお答えします。 

 まず１つ目の、なぜ梅田地区なのかという

ことに関しては、区内の中どこか１カ所とい

うところで、この梅田の地区が住民の方の取

り組みというのが、かなりさまざまな取り組

みが、先進的な取り組みがあったということ

を事前に情報を得ております。 

 それから、ここの地域包括支援センター関

原が、委託元が社会福祉協議会ということも

あって行政と連携がとりやすい、こういった

面もございました。ということで、この梅田

地区をやらせていただきました。 

 また、地理的にも駅から近いというのと、

それから、ちょっと駅から離れたところでは

普通のまちというんですか、マンション群と

普通の昔ながらの町並みということで、足立

区の中のいろんな要素が入っている、こうい

ったこともあって梅田地区ということにさ

せていただきました。 

 それから、２つ目の周知についてなんです

けれども、これについてはちょっと私のほう

でも頭を悩ませているところで、例えば区の
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広報というのは区全体にお知らせするには

いいんですが、この梅田の地域の方だけにお

知らせするもの、ツールというのが実はない

んですね。ですので、現在は地域包括支援セ

ンター関原で発行している通信だとか、それ

から梅田の梅田センターですか、地域学習セ

ンター、こちらの中の毎月発行されているた

よりですね、その中の一部に地域包括支援セ

ンター関原の記事を一部もらっているので、

その中でＰＲしたりしています。 

 今後はできる限りまとめて、月に一度ぐら

い、このモデル事業について区民の方にお届

けできるような工夫をしたいなというふう

に考えております。そこはおっしゃるとお

り、周知がまだまだ足りないなという認識は

ございます。 

（浅子委員） 

 引き続きなんですが、この４の企画の実施

状況の中の（１）（２）はわかるんですけれ

ども、わかるというか、（３）の住宅相談の

実施というのが企画７ということであるん

ですが、具体的にはこれは何を、どんな問題

があってこういう実施企画を考えたんでし

ょうか。 

（千ヶ崎地域包括ケア推進課長） 

 地域包括ケア推進課長、千ヶ崎です。 

 これまで高齢者の住まいにまつわるご意

見といたしまして多くあるのが、やはり契約

更新の際に契約させていただけない、高齢と

いうことを理由に契約更新ができないだと

か、あと不幸にも、お一人でお住まいの方が

お亡くなりになって、しばらくたってから見

つかったりだとか、それから家賃のほうが、

お金のほうを滞納してしまうとか、そういう

いろいろ高齢者特有の課題というのは把握

しておりました。こういったものを具体的に

これから取り組むにはどうしたらいいのか

ということを、まずは今回、区役所の住宅課

の職員が出張窓口相談を担当させていただ

きました。そこで、まず、どんなことを区民

の方は考えていらっしゃるのか、どんなこと

を必要としているのかというのを、まずはニ

ーズをちょっととってもらって、そこから少

し広がりを見せられたらなと思っています。 

 いずれにしても、基本的には先ほど言った

ひとり住まいの方の住宅をどうやって確保

していくのかと、こちらになるのかなという

ふうに考えております。 

（浅子委員） 

 ありがとうございます。 

 本当に私もよくそういう相談を受けまし

て、本当に高齢者がふえて、今、年金問題な

んかも大きく取り沙汰されていますけれど

も、老後の心配ということで住まいの心配が

本当に多くて、新たなところを確保するのは

非常に困難という状況がありまして、本当に

この中に、こういうものをちゃんと入れてい

ただいたというのはすごくいいなというふ

うに思っています。 

 そして、最後にですけれども、一番後ろの

ほうの５の今後の展開ということで、令和２

年以降に、他地区にも展開していきたいとい

うことで、全体として足立区の全地域で地域

包括ケアシステムというのを実施、2025年ま

でには実施、までというか、その以前からず

っと実施して、25年には形をつくっていくの

かなというふうに思っているんですけれど

も、次の候補という点では、先ほどのお話の

あった梅田地区を選んだような視点で選ん

でいくというようなお考えなんでしょうか。 

（千ヶ崎地域包括ケア推進課長） 

 地域包括ケア推進課長です。 

 この後の展開については、この梅田の取り

組みをちょっと検証してからということも

あるので、今の時点でどういうふうにという

ふうには具体的にはちょっとまだ言える段
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階にはございません。 

 ただ、この取り組みを少なくとも３年間ぐ

らいで区内の５つのブロックで進め、そして

委員おっしゃったように2025年の団塊の世

代が後期高齢になる、75歳以上になる2025年

に向けては、区内の全地域でこういった取り

組みができるといいなというふうに考えて

おります。 

 以上です。 

（諏訪部会長） 

 そのほか、いかがでしょう。 

 どうぞ。 

（中村（輝）委員） 

 先ほど白石委員も言っていましたけれど

も、この情報を共有しないことには意味ない

と思うんですよ。老人クラブに入っている人

たちに関しては全部つかんでいますよ。だか

ら、直下型地震なり大災害が起こったとき

に、自衛隊の方や消防隊の方は救助、片づけ

はなれていますよね、訓練していますから。

でも、情報を持っていないですよね。やはり

その情報を持っているのは地域の人間なん

ですよ。あそこのうちには寝たきりのおばあ

ちゃんがいるよとか、あそこのうちには車椅

子のおじいちゃんがいるよと、そういう情報

は、やはり地域住民が持っているわけです。

ところが、情報は共有できていないんです

よ。だから、地域包括支援センター、自治会・

町会、民生委員の方、老人クラブでもいいで

すよ、地域の住民と情報を共有しなかったら

救える命も救えなくなっちゃうんじゃない

かと私は危惧しているんです。 

 それに、老人会へ出席してくれる方たちが

もっとふえてくれると、もっと情報はつくれ

るんですね。ところが、言っては失礼ですけ

れども、住区センターで自分の好きなことを

やって遊んで帰ってくる高齢者と、老人クラ

ブへ会費を、月200円か100円ですけれども、

それを払って誰かのために役に立ちたいと

思っている高齢者と、どっちに重点を置いて

いただけますかということを老人クラブ代

表として言いたいです。 

 以上。 

（諏訪部会長） 

 資料７ですね、それから先ほどの絆のとこ

ろがありまして、これまでは施策がそれぞれ

取り組まれてきたと思うんですけれども、最

終的には資料７にあるような形で、地域を面

として取り組む中に絆の事業も入ってくる

と。それで包括と町内会長さんだけが頑張っ

ているというか、民生委員さんだけに情報が

行くとか、町内会長だけに情報が行くという

やり方もいずれ変えていかないと、地域の面

の取り組みになっていないことは間違いな

いので、その辺の切りかえをうまくしていく

ようなことをちょっと検討していかないと、

地域におりていかないというのはご指摘の

とおりかなというふうに思います。 

 そのほか、どうでしょうか。 

 どうぞ。 

（岡安委員） 

 区議会の岡安でございます。 

 まず、資料３の見守りサービス助成事業な

んですけれども、これは私も母親が独居で、

やはりだんだん足腰が衰えていく中で、二、

三年前に心配で、何か見守りできるようなも

のって、いろんなのをネットで探すと、そこ

そこな費用が発生しちゃうものですから、こ

ういう取り組みは本当にありがたいと思う

んですが、イニシアルだけなんですね。月々

大体かかるサービスの費用のほうまで、いず

れは助成できるとありがたいと思うんです

けれども、そもそもご高齢者はどこに、どう

いう申し込みをすればいいのかわかってい

ない方が多いと思うんです。こういうのをや

りますよというのはありがたいんですけれ
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ども、私みたいな息子や娘、親戚がいろいろ

探してくれてやってくれればいいんですが、

ひとり暮らし、または老々で住んでいらっし

ゃる方だけだと、なかなか情報が入らない。

やっぱり区のほうに問い合わせたら、こうい

うものをやっていますよというところまで

案内していただけると、あるいはもっともっ

と区報みたく、問い合わせしなくてもこうい

うのありますよという形で情報提供を、区報

じゃなくてもいいんですけれども、そうしま

すと、もっともっと広がると思いますし、安

心感も持っていただけると思うんですけれ

ども、こういったところはどのように今後お

考えでしょうか。 

（橋本高齢福祉課長） 

 高齢福祉課長でございます。 

 ご意見、どうもありがとうございます。 

 ７月から始めていまして、確かに岡安委員

がおっしゃいますように、どういった事業が

あってという案内の必要性のようなものと

いうのは感じています。今、代表的なものと

してＵＲさんのやっている見守りサービス

を挙げていますけれども、確かにそれ以外に

も多くあると思いますので、そのあたり、

我々も把握をしていかないといけないと思

っていますし、行政でこういった事業者を紹

介するというのはなかなか難しいんですが、

こういった事業だったら対象になりますよ

といった案内の仕方もあるかなと思います

ので、まずはどういった事業が使えるのかと

いう把握と、その案内の仕方について今後検

討、工夫をしていきたいというふうに考えて

います。 

（岡安委員） 

 私の母親が、ガス会社さんから話を全部さ

れて契約をまさにしたのが、月々１万円かか

るんですね。イニシアルはもっとかかるんで

すけれども。それがもうわかっていないんで

すね。お母さんは最初数万円かかって、その

後も毎月１万円だよと、そうしたら年間10万

円以上かかるのということで、じゃ、契約し

ないなんて言い出して、要するに、もう言わ

れるまま、安心ですから、最初は数万円かか

るよとだけで終わると認識しちゃっている

んですね。やっぱり届いているような郵便物

さえ何だかよくわからないという人も多い

ぐらいですから、丁寧にやっぱり情報提供し

ていただきたいなという、これは要望です。 

 先ほど、白石委員からもお話があった孤立

ゼロプロジェクトに関しては、私はやっぱり

これは大きな目的が２つあると思っていま

す。孤立死の防止と、やはり日常の見守りで

すね。それと、やはり災害のときの命を守る

というところで、地域でしっかり共助してい

ると。そう考えたときに、見守りのほうは少

しずつできてきているのかなと思うんです

が、いざという災害のときには、やはり地方

のほうでは、もうどこの家が、誰々さんのと

ころに、まずＡさんがいざというときは声か

けに行く、あるいはもう助ける。それで、そ

の人が動けないときはＢさん、Ｃさんみたい

な、もうがっちりと三重構造で計画をつくっ

ているような町会・自治会もあるんですけれ

ども、最終的にはそこまで持っていかない

と、まず調査、その後どういう計画で、そう

いう孤立している人を見守っていくかって

大事だと思うんですが、その辺はどこまで計

画として網羅していこうとしているんでし

ょうか。 

（島田絆づくり担当課長） 

 なかなか災害対策のところまで踏み込ん

で、私がお答えしていいのかわかりませんけ

れども、一応、孤立ゼロの中で、今、見守り

をしていただこうという考えの中では、先ほ

ど説明させていただいたような「わがまちの

孤立ゼロプロジェクト」という自主的な見守
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りというところを広めていきたいと。ですか

ら、そこにきちっとした情報が共有されてい

ないという、きょうはご指摘をいただきまし

たので、そこの中で顔の見える範囲の中でご

協力いただく。 

 ただ、委員の皆さんがおっしゃるとおり、

町会自治会によって力というんですか、組織

力というか、レベルが全く違うというのが当

然わかっておりますので、そのできるところ

には災害対策を通じてこんなやり方、またな

かなか難しいところにはどなたかキーマン

になる方、そういう形で、レベルに合わせた

対応が絶対必要だとは思っておりますので、

そういったところまで組み込めるように、こ

れからも少し研究させていただきながら進

めていきたいと思っております。 

（諏訪部会長） 

 そのほか、いかがでしょうか。 

（中村福祉部長） 

 福祉部長の中村でございますけれども、今

のご質問の、特に災害時については、福祉部

のほうで要援護考慮者の方の申し出をいた

だきまして、実際にその非常時についてどな

たがその方の状況を確認していただくかと

いうことは逐次進めていまして、３年に一遍

ぐらいは更新させていただいて、今年度、そ

の時期になっておりますので、改めて非常時

用というんですか、対応について整理してい

きたいというふうに考えてございます。 

（秦福祉管理課長） 

 福祉管理課長です。 

 今、更新の時期ということで本年度と申し

上げましたが、来年度、一斉に確認の時期を

迎えますので、ご案内申し上げます。 

（諏訪部会長） 

 よろしいでしょうか。 

 どうぞ。 

（にたない委員） 

 区議会議員のにたない和と申します。 

 まず、永年褒賞といいますか、この3,000

円から5,000円に上がった資料の４番です

ね、3,000円から5,000円、5,000円から１万

円、１万円から１万5,000円と上がったとい

うところなんですけれども、これ自体という

のはどういったきっかけといいますか、どう

いったことが、何かちょっと少な過ぎるみた

いな声があったのか、そういったところとい

うのはどういうことなのか、ちょっと教えて

いただければと思うんですけれども。 

（向井介護保険課長） 

 介護保険課長、向井からお答えいたしま

す。 

 これにつきましては、永年勤続という形

で、介護の分野が褒賞を始めていたわけです

けれども、モチベーションの向上にもすごく

意義があるということで、ほかの職種、事業

の方も同じような褒賞をというお声があり、

例えば子ども家庭部のほうで、保育士さんの

永年褒賞なんかもという組み立てをしてい

るという情報を共有しておりました。その過

程の中で額につきまして、そちらのほうでお

考えいただいた額が、5,000円、１万円、１万

5,000円という情報も入りましたので、私ど

ももそれに合わせてという形で改正させて

いただきました。 

（にたない委員） 

 ありがとうございます。 

 金額が上がって、それで社会評価が上がる

のかというところであったりとか、意欲向上

というところにつながるのかなというとこ

ろが若干あったので、金額ももちろんそうな

んですけれども、それ以外でももっと社会的

評価の向上という部分だと、まだまだいろい

ろできることがあるのかなというふうに感

じておりますので、どうか、金額も上げるだ

けではなくて、例えば何かサービス部分での
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メリットであるとかというのも、また違った

形でもいろいろあるのかなと思いますので、

ぜひご検討いただければと思うんですけれ

ども。 

 あともう一つ、孤立ゼロプロジェクトにつ

いてなんですけれども、先ほどからちょっと

いろいろ意見があったと思うんですけれど

も、孤立ゼロプロジェクトについて町会とか

自治会さんから、例えば意見をいただくみた

いな、そういったものというのはどういった

機会があったりとかというのは教えていた

だけますでしょうか。 

（島田絆づくり担当課長） 

 まず、調査をしていただきたいということ

で、町会長さんに声をかけております。大体

の町会長さんは、じゃ、いついつ役員会を開

くから、そこへ来て説明をしてくださいと、

そういったご指示をいただきます。それで、

うちの部下が平日夜間とか土日にもお伺い

いたしまして、その中で、こういった事業な

んですということで、まずご理解をいただく

と。その中からご意見をいただいて調査をし

ていただき、その後、報告会をさせていただ

いて、こんなことがあったよというところは

十分集約させていただいていると考えてお

ります。 

（にたない委員） 

 例えば、今手元の資料６番であるとかとい

うもので、調査の結果という部分でアンケー

トの集約であったり、そういったものを今手

元に見ていますけれども、そういったものと

同じぐらいの重要度で、例えば実施側の、例

えばどういうふうなところが大変だったの

かであるとか、どういったところで問題が発

生しているのか、またどういうふうに、あり

方自体ですね、どういうふうに変えていけば

いいのかという、そういったところで、例え

ばそういった情報の集約というのも必要に

なってくるのかなと思うんですけれども、こ

のアンケートであったりとかというのは、ま

だ実施してはいないというところでしょう

か。 

（島田絆づくり担当課長） 

 はい。調査票というところに、個別にご記

入いただいている部分もございます。そこを

集約させていただき、調査の結果、こういっ

たご意見があったということは、私どもで把

握させていただいております。 

 今、委員がおっしゃったのは、別途、その

調査にかかわった人に対するアンケートと

いう意見かと思うんですけれども、そこのと

ころは調査票に含めた形でご意見をいただ

いている。それで、報告会の際に、実際に調

査に行っていただいた方から直接ご意見を

いただいていると、そこで記録して集約して

おります。 

 もう平成25年から始めておりますので、先

ほど申しました一回り終わった、二回り目も

７割ぐらいいったという中では、まさにいろ

いろなご意見の蓄積がございますので、じ

ゃ、これからどういう方向に進めたらいいん

だろうというところももちろんあるかなと

思っております。まさにご意見いただいたよ

うに、見守っていただくところから助けてあ

げようというところまで、今日はご意見いた

だきましたので、とてもありがたいご意見だ

と思っておりますので、そういった方向にど

うやってつなげていけるのか、もう少し考え

させていただきたいと思います。 

（にたない委員） 

 ありがとうございます。 

（諏訪部会長） 

 そろそろ時間が終盤にかかっていますの

で、まだ１つ報告事項がございますので、こ

れをいただいて、さらに何かありましたらと

いうことにしたいと思いますので、資料８の
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報告をお願いします。 

（江連障がい福祉センター所長） 

 障がい福祉センター所長の江連でござい

ます。 

 すいません、本日の机上配付としまして、

資料８、障がい福祉センター相談事業の実績

報告について。また、もう一つ、障がい福祉

センターあしすとのパンフレットもござい

ますので、両方を見比べながらご説明させて

いただけたらと思っております。 

 本日は、障がい福祉センターの事業の中

で、相談事業の報告でございます。パンフレ

ットの２ページ目からの部分になります。 

 まず、自立生活支援室、一般的な総合相談

の部分を中心に、相談を受けている部門での

実績になります。相談件数としましては、新

規相談が824件、継続相談が2,088件と、例年、

少しずつ微増、微減を繰り返しながら実績の

ほうは進んでおります。 

 また、その中で専門チーム、これはうちの

センターのほうには福祉職だけでなく、作業

療法士だったり理学療法士、心理職であった

り複数の専門職がございますので、その専門

職が複数、多角的な目の中で訪問または担当

者会議を繰り返しながら、自立に向けた検討

を重ねた件数が165件と、こちらはただの相

談だけではなく、生活に入り込んだ専門的な

相談となってございます。 

 相談の種別または内訳につきましては、下

表のとおりとなってございます。 

 ２ページ目をごらんください。 

 補装具の相談・判定も、センターのほうで

行ってございます。もともとは東京都が判定

して評価しているところでございますが、平

成８年に東京都のほうから各23区の自治体

のほうに、各区でもやりませんかという声か

けがありました。やはり補装具、車椅子にお

きましては、都心のほうまで判定に行くとい

うのは大変家族にとっても負担がかかるこ

とでございますので、足立区のほうで、区内

の指定医の協力を得ながら判定させていた

だいているところでございます。 

 足立区につきましては、下肢の補装具と車

椅子の２つの補装具に関しまして行ってお

ります。判定件数が95件、個別相談は417件

となってございますが、大体下肢の補装具が

９割程度、車椅子が１割程度の実績となって

ございます。 

 ３つ目、きこえの相談でございます。 

 毎週火曜日から金曜日まで、午前、午後と

１件ずつ、１日２件ずつ対応させていただい

ているものでございます。相談件数のところ

にありますように、まず、言語聴覚士が相談

に全件応じます。ですので、この件数が一番

多く128件、この128件の中で、評価であった

り耳鼻科の専門員の相談、またピアサポータ

ー、これは当事者の方なんですけれども、そ

の方々の意見をいただきたいというものに

関しては、そちらの３つの相談機能のほうに

ついても流している状況でございます。です

ので、新規のケースとしては90件ございまし

て、②以降につきましては、この90件の内訳

について述べさせていただいております。 

 年齢内訳でございますが、70代、80代、90

代の方で約４分の３、75％以上の方が、こち

らからの相談になってございます。若い方に

つきましては、医療機関であったり、突発性

の難聴であったりというところで即座に医

療機関からつながるところはございますが、

やはり加齢に伴う難聴の部分に関しては、

徐々に失われていくというところで、地域包

括支援センター等でこちらの相談をご案内

いただきながら相談を受けているというと

ころが、一番相談件数の多い理由になってく

るのかなと思っております。 

 先ほど、評価68件の中の新規90件の中で聴
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力検査を行った者に関して、聴力検査は必ず

行うんですが、そのレベルにつきましては、

③の下表のとおりになってございます。大体

手帳がとれるのが高度という、高度難聴以上

の部分が、大体手帳がとれるか、とれないか

という判定の基準になってきます。ですの

で、中程度の方が非常に多いという部分でご

ざいますが、その後、継続的に相談に乗りな

がら、補聴器の購入であったり調整というと

ころにも、順次対応しているところでござい

ます。 

 また、相談の中で、障害手帳の取得に進め

た方が６名ございます。６級相当の方が１

名、語音明瞭というのは、これは聞こえては

いるんだけれども、何と話しているかわから

ない方が５名と６名になってございます。 

 次に、４番、ピアサポート、これは先ほど

申したように、障がいの当事者による相談で

す。これは各障がい種別におきまして相談を

受けてございますが、どれも多いんですけれ

ども、肢体、聴覚、視覚ですね、やはり実体

験、自分で体験されている方の相談というと

ころは非常に相談者の入りがいいというか、

やはり一番参考になる部分のいただいてい

る意見がございますので、今後も継続して行

いたいと思っております。 

 次に、３枚目になりますが、雇用支援室、

こちらは障がい者の就労を行っている係で

ございます。こちらの相談の報告になりま

す。 

 登録者数は、昨年度末、平成30年３月31日

時点で1,692名の登録がございます。新規と

しましては、こちらの登録の目的としては２

種類ございまして、下の新規登録のところに

書いてありますとおり、求職、仕事を探すた

めに登録するもの、もう一つは定着、仕事を

した後に職場の人事担当も含めて調整がや

はり必要な部分、障がいの状況を理解してい

ただくことが必要な部分ございますので、定

着の登録も行ってございます。これを合わせ

て1,692名になってございます。 

 登録者の種別につきましては、身体障がい

が321、知的障がいが1,059人、精神障がいが

427人、また、東京都の障がいの就労センタ

ーが必要だと認めた方は手帳がなくても登

録できますので、その方が35名。これは重複

がございますので、先ほどの1,692名よりは

上回ってございますが、実数としては1,692

名になってございます。 

 相談に至る経路につきましては、一番多い

ものが特別支援学校になります。58名です

が、大体この中の30名程度は卒業と同時に就

職した方が定着で登録する方が非常に多く

なってございます。それ以下、ハローワーク

については当然、求職の方の登録、直接利用、

ご本人様の利用の登録につきましては、一

番、やはりこちらは17名のうちのほとんどが

定着になります。求職につきましては、やは

りハローワークであったり関係機関からの

連絡が多くなってございます。 

 ４番目、就労の状況でございますが、昨年

度１年間で38名が就職してございます。下の

表は重複がございますので実質38名には合

致しませんが、多くの年代に幅広く就職して

いることがおわかりになるかと思っており

ます。一番多い精神障がいにつきましては、

最近発達障がいの相談が非常に多くなって

ございます。こちらは精神障がいの部分に区

分されますので、一番多くなっているのかな

と認識してございます。 

 就職先の種別につきましては、製造から教

育、その他となってございますが、これは東

京都の報告の分類に基づいて分類してござ

いますので、こういう分類になってございま

す。その他は一番多い11名になってございま

すが、11名の内訳としましては、官公庁が４
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名で、特例子会社といいまして、いろんな分

野で事業を行っている中の一部の事務であ

ったり業種、種別について子会社をつくっ

て、そこで就労させるという形が非常に多く

なってございますので、特例子会社の就労も

非常に多くなってございます。 

 以上、障がい福祉センターの相談事業の報

告となります。ありがとうございます。以上

です。 

（諏訪部会長） 

 質問等、いかがでしょうか。 

 すいません、じゃ、ちょっとお聞きしたい

んですけれども、この制度上の位置づけ、区

の中核的なセンターということなんでしょ

うけれども、総合支援法に言う基幹相談支援

センターであるとか、そういう機能も持って

いると思えばいいんですか。 

（江連障がい福祉センター所長） 

 基幹相談支援センターは自立生活支援室

の中にありまして、各事業所ネットワークで

あったり、各事業所の質の底上げ等も行って

いるところでございます。 

（諏訪部会長） 

 やっているということですね。 

（江連障がい福祉センター所長） 

 はい。 

（諏訪部会長） 

 中核的なセンターということなので、例え

ば雇用支援にしても、相談支援にしても、ほ

かに民間の相談支援事業所とか、就労支援事

業所とか、たくさんあるわけですよね。その

辺の中のどういう役割を担うという位置づ

けなんですか。 

（江連障がい福祉センター所長） 

 あしすとのほうで、各障がいの種別ごとに

複数のネットワークを持っておりまして、こ

のネットワークの中で検証を行ったりであ

るとか、グループワークを行ったりだとか、

情報共有をしているところでございます。 

（諏訪部会長） 

 中核支援センターなので、ほかを支援する

であるとか、ほかはこうだから、うちはでき

ないこれをやっているとか、その辺がない

と、少しその中核的な、件数だけ言われても

わからないなと思って聞いておりましたの

で、初めてこういう報告をいただいたような

気がするんですけれども、今後ちょっと工夫

をしていただいたほうがいいかなと思いま

す。 

（江連障がい福祉センター所長） 

 障がい福祉センターの事業報告がなかな

かこれまで行われていなかった部分もござ

いますので、今後、報告の仕方も含めて検討

してまいりたいと思っております。 

（奥野委員） 

 それでは奥野ですが、まず、最初のページ

のところで、相談件数で、今年度165件があ

って、その後に括弧で、前年度は325件と半

分ぐらいになっているわけですが、これだけ

減っている理由は何なのでしょうか。 

（江連障がい福祉センター所長） 

 専門職チームによる検討件数だと思うん

ですけれども、こちらはその案件の重さによ

って何回か行かなきゃいけないものであっ

たりするものも多くございますので、減って

いる理由は、やはりどういう事例が発生する

かによっても大きく変わってくるのかなと

思っております。 

 関係機関の中での自立生活支援室の位置

づけにつきましては例年共有されてござい

ますので、毎年変動は多くなってくるのかな

と思っております。 

（奥野委員） 

 それでは、次のページのことでお伺いしま

すが、補装具の関係の説明をいただきました

けれども、特に下肢装具とか車椅子の相談が
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多いということでしたが、この件について、

例えば障がいのある方が65歳までは障害者

福祉法の関係で車椅子の交付を受けていた

方が、もし65歳になった以降に、やはり自分

の体に合った車椅子を使用したいと、今まで

の車椅子は壊れたからとかという場合には

どのようにしていらっしゃるのかなという

ことと、あと、きこえの関係ですけれども、

加齢に伴って身障手帳が出る聴覚障がいと

いうことの場合に、65歳以上であれば補聴器

が交付されるということでしょうか。 

（江連障がい福祉センター所長） 

 補装具の部分につきましては、やはりその

状態、状態、当然、65歳になってきますとだ

んだん筋力等も衰えてきますので、その方に

合った補装具をまた改めてつくり直すとい

うことはございます。 

 また、きこえの部分に関しては、身体障が

いにつきましては、手帳がとれれば障がいの

福祉用具の中で給付ができる部分ですが

―。 

（杉岡障がい福祉推進室長） 

 障がい福祉推進室長。すいません、補足を

させていただきます。 

 ２点、まず補装具ですけれども、65歳で介

護保険のほうが優先されますけれども、座位

保持装置とか、極めて障がい特性であれば、

引き続き障がいのほうで判定をさせていた

だいております。 

 それから、２点目、補聴器でございます。

これは、きこえの相談から手帳をとるための

ご相談が多うございます。70デシベルを超え

た場合は80歳、90歳になっても身体障害者手

帳の補装具をとって、補装具をとれば、その

後の修理ということでもメリットございま

すので、そのようなサービスをご案内させて

いただいております。 

（奥野委員） 

 あしすとのパンフレットの資料も配付し

ていただいていますが、この中で、職員の配

置等についても書かれていますけれども、６

ページですが、職員定数で合計101名の職員

があしすとで働いていらっしゃる。そして、

さまざまな専門職が働いていらっしゃると

いうことがわかりましたが、教えていただき

たいのは、福祉のところが43で、それから相

談員が６、生活支援が２とありますが、この

辺が福祉関係の職員でありますが、このよう

な福祉関係の職員のいわゆる専門職名は書

かれていないわけですけれども、この方たち

はどのような資格をお持ちで働いていらっ

しゃるのでしょうか。 

（江連障がい福祉センター所長） 

 福祉分野につきましては、社会福祉士、社

会福祉主事等ですね。区の採用につきまして

も、社会福祉主事でなければ対応できないと

いうことではないものがございまして、職

員、採用になってから社会福祉士を取る職員

も多数ございます。 

 相談員、生活支援につきましても、面接の

中で、それまでの資格だけでなく、それまで

の経歴等も含めて、適正について見ているも

のもございますので、中には精神保健福祉士

であったり、多様な職種を持っている方がた

くさんございます。 

（奥野委員） 

 ありがとうございました。 

 もう一つ、最後ですが、社会リハビリテー

ション係というところの仕事の内容の最後

に、障がい者施設への通所バス運行事業とい

うのが入っていますけれども、私の感覚です

と、このバスの運行であれば庶務係がやれば

いいのに、なぜ社会リハという専門部門でや

らなければいけないのかなと思いました。よ

ろしくお願いします。 

（杉岡障がい福祉推進室長） 
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 障がい福祉推進室長のほうからお答えさ

せていただきます。 

 これはもともと東西センターに障がい福

祉センターがあったころに、事業係が通所バ

スを回していたというところで、お一人お一

人のコースに合った形で事業を組んでいた

というところで、引き続き社会リハビリテー

ション室の係長のほうが事務を専任してご

ざいますけれども、それが障がい福祉課に移

ったときもございまして、そういう形で今、

内容を吟味しながら、どこの所管がすべきか

というところも含めて検討しているところ

でございます。 

（奥野委員） 

 ありがとうございました。 

（諏訪部会長） 

 もう４時になっておりますけれども、質

疑、もしございましたら。 

（加藤委員） 

 質問ですけれども、足立区ろう者協会、加

藤と申します。 

 まず、資料８ですけれども、雇用について、

雇用就労支援室について、聴覚障がい者が59

人というふうにありますけれども、足立区内

の企業に勤めているのか、足立区のろう者協

会の会員は150人おります。ほかに足立区聴

覚障がい者、身体障害者手帳を持っている方

は2,200人ぐらいいます。いろんなところに

仕事を持っています。このデータは正しいの

かどうなのか、59人というのは足立区の会社

に勤めているのかどうなのか。ほかの県と

か、都区外に勤務しているのかどうなのか、

そのあたりの人数がもう少し多いのではな

いかと思うので、確認をお願いしたいと思い

ます。 

（江連障がい福祉センター所長） 

 59名に関しては、こちらはあしすとに相談

に来た方が59名ございますので、あしすと以

外の就労の支援事業所はたくさんございま

すので、そちらから就労されている方はここ

に含まれてございませんので、足立区の中で

はもっと多くの方が就労されているかと思

います。 

 また、59名は足立区だけではなく、ほかの

自治体の都内、または近県の就労者も含まれ

てございます。 

（加藤委員） 

 わかりました。確認まで、させていただき

ました。すいません。 

（諏訪部会長） 

 ありがとうございます。 

 そのほか、よろしいですか。 

（白石委員） 

 なければ、１つ、ことしの３月に足立区は

手話言語条例という条例を制定した、23区で

は数少ない区なんですね。 

 手話言語条例は、全党の一致を見て制定さ

れたわけですけれども、制定することが目的

じゃなくて、行政がこの条例に従ってどんな

形でこの条例を生かしていくのかというの

が問われるんだろうと、これからは思うんで

すね。そういう意味では、ろう協の皆さん方、

条例が制定されたことで大変喜んでいるん

ですけれども、この条例を具体的にどういう

ふうに生かしていくのかと、それこそが一番

大切なことですから、役所としてはどういう

ふうに考えているんですか。 

（小山障がい福祉課長） 

 障がい福祉課長からお答えしたいと思い

ます。 

 今、委員おっしゃったとおり、まさに制定

することが目的ではない、これは本当に私ど

ももそのように思ってございます。 

 現在やらせていただいていることにつき

ましては、こういう条例は区で、議会提案の

ほうで制定されましたといったことで、ま
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ず、区の広報紙であるとか、あとは手話言語、

手話に関する区民向けの講演会、こういった

ところについてのＰＲを進めている、これが

１つ目でございます。 

 それから２つ目は、具体的に区民に取り組

んでいただくために手話講習会、これを今ま

では４クラス、４団体のうちの上級までしか

設けていなかったものに対して、今度、養成

講座というさらに上のものを設けて、実務的

に手話通訳ができるような方を育てるとい

った、一歩ステップアップしたような講習会

のほうも区民向けに設けさせていただきま

した。 

 それから、この先考えていることについて

は、例えば遠隔手話サービスといって、要は

タブレットを使って、そのタブレットの画面

のほうにオペレーターが映って、その人を介

在して手話を使われる方と、それから職員等

が応対するというサービス、こういうものを

普及してまいりましたので、ちょっとこれに

ついては実際的な導入ができないかといっ

たところで、今、調査のほうを進めていると

ころでございます。 

 そういった周知、それから具体的なやっぱ

り形といった、両面のほうで取り組んでまい

りたいと考えてございます。 

（白石委員） 

 この条例は、ろう協の皆さんとか難聴の皆

さん方とよく相談して、そしてつくらせてい

ただいたわけですね。これは議員提出議案で

成立しましたので、あとは区役所がどういう

形で具体的にこれに取り組んでいくか、この

ことについてはできるだけ早く方針を明ら

かにしてほしいというふうに思いますので、

これは要望で結構です。 

（諏訪部会長） 

 ありがとうございました。 

 そのほか、ございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 どうぞ。 

（加藤委員） 

 加藤です。 

 条例をとりましたけれども、ろう者はとて

も喜んでおります。一番の大きな目的は何か

といいますと、私たち皆、区民みんなに知っ

てもらうために、お店ですとか電車の中と

か、聞こえないということのコミュニケーシ

ョンはどんな方法があるのか、筆談があるの

か、聞こえなくて、もうだめって帰ってしま

うということではなくて、やっぱり親の会の

方たちの障がいのある方たちは音声でコミ

ュニケーションをとっています。それで、ろ

う者と会ったときにコミュニケーションが

できない、それで逃げるとか、そういうこと

のないように、一番多いのはやっぱりコミュ

ニケーションが一番大事ですよね。 

 障がい者が、障がい福祉課でパンフレット

等をつくっていただきました。障がい者を理

解していくために、ＰＲのためにつくってい

ただきました。言語条例については議員の

方々にはお世話になり、本当に感謝しており

ます。ありがとうございました。 

 以上です。 

（諏訪部会長） 

 ありがとうございました。 

 それでは、大変熱心なご議論ありがとうご

ざいました。 

 少しお時間を超過しまして、申しわけござ

いません。 

 最後、事務局のほうから説明をお願いしま

す。 

（事務局） 

 本日はお忙しい中、委員の皆様には長時間

にわたりご審議いただいて、ありがとうござ

いました。 

 今後の予定ですが、８月２日に地域保健福
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祉推進協議会、11月６日に第２回介護保険・

障がい福祉専門部会の開催を予定しており

ます。 

 それでは、本日の専門部会を終了させてい

ただきます。 

 どうもありがとうございました。 

 


